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社
会
保
障
の
安
定
財
源
の
確
保
等
を
図
る
税
制
の
抜
本
的
な
改
革
を
行
う
た
め
の
地
方
税
法
及
び
地
方
交
付
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
案
に
対
す
る
修
正
案

修

正

案

旧

条

文

附

則

附

則

第
四
条

略

第
四
条

略

２

前
項
の
経
過
措
置
対
象
課
税
資
産
の
譲
渡
等
と
は
、
社
会
保
障
の
安
定
財
源
の

２

前
項
の
経
過
措
置
対
象
課
税
資
産
の
譲
渡
等
と
は
、
社
会
保
障
の
安
定
財
源
の

確
保
等
を
図
る
税
制
の
抜
本
的
な
改
革
を
行
う
た
め
の
消
費
税
法
の
一
部
を
改
正

確
保
等
を
図
る
税
制
の
抜
本
的
な
改
革
を
行
う
た
め
の
消
費
税
法
等
の
一
部
を
改

す
る
等
の
法
律

（
平
成
二
十
四
年
法
律
第

号
。
以
下
「
消
費
税
法
改
正

正
す
る
等
の
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第

号
。
以
下
「
消
費
税
法
等
改

法

」
と
い
う
。
）
附
則
第
二
条
、
第
五
条
第
一
項
か
ら
第
五
項
ま
で
、
第
六
条

正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
二
条
、
第
五
条
第
一
項
か
ら
第
五
項
ま
で
、
第
六
条

第
一
項
、
第
七
条
第
一
項
、
第
八
条
第
一
項
若
し
く
は
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定

第
一
項
、
第
七
条
第
一
項
、
第
八
条
第
一
項
若
し
く
は
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定

又
は
同
条
第
四
項
若
し
く
は
消
費
税
法
改
正
法

附
則
第
十
九
条

の
規
定
に
基

又
は
同
条
第
四
項
若
し
く
は
消
費
税
法
等
改
正
法
附
則
第
二
十
六
条
の
規
定
に
基

づ
く
政
令
の
規
定
に
よ
り
、
消
費
税
法
改
正
法

第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前

づ
く
政
令
の
規
定
に
よ
り
、
消
費
税
法
等
改
正
法
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前

の
消
費
税
法
（
以
下
「
旧
消
費
税
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
九
条
に
規
定
す
る
税

の
消
費
税
法
（
以
下
「
旧
消
費
税
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
九
条
に
規
定
す
る
税

率
が
適
用
さ
れ
る
課
税
資
産
の
譲
渡
等
を
い
う
。

率
が
適
用
さ
れ
る
課
税
資
産
の
譲
渡
等
を
い
う
。

３

第
一
項
の
経
過
措
置
対
象
課
税
仕
入
れ
等
と
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。

３

第
一
項
の
経
過
措
置
対
象
課
税
仕
入
れ
等
と
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。

一
・
二

略

一
・
二

略

三

消
費
税
法
改
正
法

附
則
第
五
条
第
六
項
（
消
費
税
法
改
正
法

附
則
第
六

三

消
費
税
法
等
改
正
法
附
則
第
五
条
第
六
項
（
消
費
税
法
等
改
正
法
附
則
第
六

条
第
二
項
、
第
七
条
第
二
項
、
第
八
条
第
二
項
又
は
第
十
四
条
第
二
項
に
お
い

条
第
二
項
、
第
七
条
第
二
項
、
第
八
条
第
二
項
又
は
第
十
四
条
第
二
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
一
条
又
は
第
十
二
条
の
規
定
の
適
用
を

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
一
条
又
は
第
十
二
条
の
規
定
の
適
用
を

受
け
る
課
税
資
産
の
譲
渡
等

受
け
る
課
税
資
産
の
譲
渡
等
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四

消
費
税
法
改
正
法

附
則
第
五
条
第
七
項
（
消
費
税
法
改
正
法

附
則
第
七

四

消
費
税
法
等
改
正
法
附
則
第
五
条
第
七
項
（
消
費
税
法
等
改
正
法
附
則
第
七

条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
の
適
用
を
受
け
課
税

条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
課

仕
入
れ

税
仕
入
れ

五

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
消
費
税
法
改
正
法
附
則
第
十
九
条

の

五

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
消
費
税
法
等
改
正
法
附
則
第
二
十
六
条
の

規
定
に
基
づ
く
政
令
の
規
定
に
よ
り
旧
消
費
税
法
第
二
十
九
条
に
規
定
す
る
税

規
定
に
基
づ
く
政
令
の
規
定
に
よ
り
旧
消
費
税
法
第
二
十
九
条
に
規
定
す
る
税

率
が
適
用
さ
れ
る
課
税
資
産
の
譲
渡
等
又
は
当
該
課
税
資
産
の
譲
渡
等
に
係
る

率
が
適
用
さ
れ
る
課
税
資
産
の
譲
渡
等
又
は
当
該
課
税
資
産
の
譲
渡
等
に
係
る

課
税
仕
入
れ
で
政
令
で
定
め
る
も
の

課
税
仕
入
れ
で
政
令
で
定
め
る
も
の

第
五
条

新
地
方
税
法
附
則
第
九
条
の
五
後
段
及
び
第
九
条
の
六
第
一
項
後
段
の
規

第
五
条

新
地
方
税
法
附
則
第
九
条
の
五
後
段
及
び
第
九
条
の
六
第
一
項
後
段
の
規

定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
新
地
方
税
法
第
七
十
二
条
の
八
十
八
第
一
項
に
規
定

定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
新
地
方
税
法
第
七
十
二
条
の
八
十
八
第
一
項
に
規
定

す
る
事
業
者
が
施
行
日
以
後
に
終
了
す
る
課
税
期
間
（
地
方
税
法
第
七
十
二
条
の

す
る
事
業
者
が
施
行
日
以
後
に
終
了
す
る
課
税
期
間
（
地
方
税
法
第
七
十
二
条
の

七
十
八
第
三
項
に
規
定
す
る
課
税
期
間
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
新
地
方

七
十
八
第
三
項
に
規
定
す
る
課
税
期
間
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
新
地
方

税
法
附
則
第
九
条
の
五
後
段
及
び
第
九
条
の
六
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
読
み

税
法
附
則
第
九
条
の
五
後
段
及
び
第
九
条
の
六
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
ら
れ
た
新
地
方
税
法
第
七
十
二
条
の
八
十
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書

替
え
ら
れ
た
新
地
方
税
法
第
七
十
二
条
の
八
十
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書

を
提
出
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
課
税
期
間
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る
消
費
税

を
提
出
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
課
税
期
間
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る
消
費
税

額
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
金
額
に
前
条
第
二
項
に
規
定
す
る
経
過
措
置
対
象
課
税

額
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
金
額
に
前
条
第
二
項
に
規
定
す
る
経
過
措
置
対
象
課
税

資
産
の
譲
渡
等
又
は
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
経
過
措
置
対
象
課
税
仕
入
れ
等
に

資
産
の
譲
渡
等
又
は
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
経
過
措
置
対
象
課
税
仕
入
れ
等
に

係
る
消
費
税
額
が
含
ま
れ
、
か
つ
、
第
二
号
に
掲
げ
る
金
額
が
第
一
号
に
掲
げ
る

係
る
消
費
税
額
が
含
ま
れ
、
か
つ
、
第
二
号
に
掲
げ
る
金
額
が
第
一
号
に
掲
げ
る

金
額
を
超
え
な
い
と
き
は
、
当
該
事
業
者
に
対
す
る
新
地
方
税
法
附
則
第
九
条
の

金
額
を
超
え
な
い
と
き
は
、
当
該
事
業
者
に
対
す
る
新
地
方
税
法
附
則
第
九
条
の

五
後
段
及
び
第
九
条
の
六
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
新
地
方

五
後
段
及
び
第
九
条
の
六
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
新
地
方

税
法
第
七
十
二
条
の
八
十
八
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
当

税
法
第
七
十
二
条
の
八
十
八
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
当

該
消
費
税
額
、
こ
れ
を
課
税
標
準
と
し
て
算
定
し
た
譲
渡
割
額
」
と
あ
る
の
は
、

該
消
費
税
額
、
こ
れ
を
課
税
標
準
と
し
て
算
定
し
た
譲
渡
割
額
」
と
あ
る
の
は
、

「
社
会
保
障
の
安
定
財
源
の
確
保
等
を
図
る
税
制
の
抜
本
的
な
改
革
を
行
う
た
め

「
社
会
保
障
の
安
定
財
源
の
確
保
等
を
図
る
税
制
の
抜
本
的
な
改
革
を
行
う
た
め

の
地
方
税
法
及
び
地
方
交
付
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法

の
地
方
税
法
及
び
地
方
交
付
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
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律
第

号
）
附
則
第
五
条
第
一
項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
金
額
か
ら
同
項
第
二

律
第

号
）
附
則
第
五
条
第
一
項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
金
額
か
ら
同
項
第
二

号
イ
に
掲
げ
る
金
額
を
控
除
し
た
残
額
（
控
除
し
き
れ
な
か
つ
た
金
額
が
あ
る
場

号
イ
に
掲
げ
る
金
額
を
控
除
し
た
残
額
（
控
除
し
き
れ
な
か
つ
た
金
額
が
あ
る
場

合
に
お
い
て
は
、
当
該
控
除
し
き
れ
な
か
つ
た
金
額
）
及
び
同
項
第
一
号
ロ
に
掲

合
に
お
い
て
は
、
当
該
控
除
し
き
れ
な
か
つ
た
金
額
）
及
び
同
項
第
一
号
ロ
に
掲

げ
る
金
額
か
ら
同
項
第
二
号
ロ
に
掲
げ
る
金
額
を
控
除
し
た
残
額
（
控
除
し
き
れ

げ
る
金
額
か
ら
同
項
第
二
号
ロ
に
掲
げ
る
金
額
を
控
除
し
た
残
額
（
控
除
し
き
れ

な
か
つ
た
金
額
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
控
除
し
き
れ
な
か
つ
た
金
額
）

な
か
つ
た
金
額
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
控
除
し
き
れ
な
か
つ
た
金
額
）

、
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
金
額
か
ら
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
金
額
を
控
除
し
て
得

、
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
金
額
か
ら
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
金
額
を
控
除
し
て
得

た
譲
渡
割
額
」
と
す
る
。

た
譲
渡
割
額
」
と
す
る
。

一

略

一

略

二

次
の
イ
に
掲
げ
る
金
額
に
百
分
の
二
十
五
を
乗
じ
て
得
た
金
額
及
び
次
の
ロ

二

次
の
イ
に
掲
げ
る
金
額
に
百
分
の
二
十
五
を
乗
じ
て
得
た
金
額
及
び
次
の
ロ

に
掲
げ
る
金
額
に
六
十
三
分
の
十
七
を
乗
じ
て
得
た
金
額
の
合
計
額

に
掲
げ
る
金
額
に
六
十
三
分
の
十
七
を
乗
じ
て
得
た
金
額
の
合
計
額

イ

当
該
課
税
期
間
中
に
当
該
事
業
者
が
行
っ
た
前
条
第
三
項
に
規
定
す
る
経

イ

当
該
課
税
期
間
中
に
当
該
事
業
者
が
行
っ
た
前
条
第
三
項
に
規
定
す
る
経

過
措
置
対
象
課
税
仕
入
れ
等
に
つ
い
て
、
消
費
税
法
改
正
法

附
則
第
二
条

過
措
置
対
象
課
税
仕
入
れ
等
に
つ
い
て
、
消
費
税
法
等
改
正
法
附
則
第
二
条

、
第
八
条
第
三
項
、
第
九
条
か
ら
第
十
二
条
ま
で
若
し
く
は
第
十
四
条
第
三

、
第
八
条
第
三
項
、
第
九
条
か
ら
第
十
二
条
ま
で
若
し
く
は
第
十
四
条
第
三

項
の
規
定
若
し
く
は
同
条
第
四
項
若
し
く
は
消
費
税
法
改
正
法

附
則
第
十

項
の
規
定
若
し
く
は
同
条
第
四
項
若
し
く
は
消
費
税
法
等
改
正
法
附
則
第
二

九
条

の
規
定
に
基
づ
く
政
令
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と

十
六
条
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と

と
さ
れ
た
旧
消
費
税
法
第
三
章
の
規
定
又
は
消
費
税
法
改
正
法

附
則
第
五

と
さ
れ
た
旧
消
費
税
法
第
三
章
の
規
定
又
は
消
費
税
法
等
改
正
法
附
則
第
五

条
第
六
項
（
消
費
税
法
改
正
法

附
則
第
六
条
第
二
項
、
第
七
条
第
二
項
、

条
第
六
項
（
消
費
税
法
等
改
正
法
附
則
第
六
条
第
二
項
、
第
七
条
第
二
項
、

第
八
条
第
二
項
又
は
第
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

第
八
条
第
二
項
又
は
第
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

）
若
し
く
は
第
五
条
第
七
項
（
消
費
税
法
改
正
法

附
則
第
七
条
第
三
項
に

）
若
し
く
は
第
五
条
第
七
項
（
消
費
税
法
等
改
正
法
附
則
第
七
条
第
三
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
若
し
く
は
消
費
税
法
改
正
法

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
若
し
く
は
消
費
税
法
等
改
正
法

附
則
第
十
四
条
第
四
項
若
し
く
は
第
十
九
条

の
規
定
に
基
づ
く
政
令
の
規

附
則
第
十
四
条
第
四
項
若
し
く
は
第
二
十
六
条
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
の
規

定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
消
費
税
法
改
正
法

第
二
条
の
規
定
に

定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
消
費
税
法
等
改
正
法
第
二
条
の
規
定
に

よ
る
改
正
後
の
消
費
税
法
（
以
下
「
新
消
費
税
法
」
と
い
う
。
）
第
三
章
の

よ
る
改
正
後
の
消
費
税
法
（
以
下
「
新
消
費
税
法
」
と
い
う
。
）
第
三
章
の
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規
定
に
よ
り
当
該
課
税
期
間
の
消
費
税
法
第
四
十
五
条
第
一
項
第
二
号
に
掲

規
定
に
よ
り
当
該
課
税
期
間
の
消
費
税
法
第
四
十
五
条
第
一
項
第
二
号
に
掲

げ
る
消
費
税
額
か
ら
控
除
さ
れ
る
べ
き
同
項
第
三
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ

げ
る
消
費
税
額
か
ら
控
除
さ
れ
る
べ
き
同
項
第
三
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ

る
消
費
税
額
の
合
計
額

る
消
費
税
額
の
合
計
額

ロ

略

ロ

略

２
～
６

略

２
～
６

略

第
十
条

略

第
十
条

略

２

前
項
の
二
十
七
年
経
過
措
置
対
象
課
税
資
産
の
譲
渡
等
と
は
、
消
費
税
法
改
正

２

前
項
の
二
十
七
年
経
過
措
置
対
象
課
税
資
産
の
譲
渡
等
と
は
、
消
費
税
法
等
改

法

附
則
第
十
五
条
の
規
定
、
消
費
税
法
改
正
法

附
則
第
十
六
条
第
一
項
に
お

正
法
附
則
第
十
五
条
の
規
定
、
消
費
税
法
等
改
正
法
附
則
第
十
六
条
第
一
項
に
お

い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
消
費
税
法
改
正
法

附
則
第
五
条
第
一
項
か
ら
第
五

い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
消
費
税
法
等
改
正
法
附
則
第
五
条
第
一
項
か
ら
第
五

項
ま
で
、
第
六
条
第
一
項
、
第
七
条
第
一
項
、
第
八
条
第
一
項
若
し
く
は
第
十
四

項
ま
で
、
第
六
条
第
一
項
、
第
七
条
第
一
項
、
第
八
条
第
一
項
若
し
く
は
第
十
四

条
第
一
項
の
規
定
又
は
同
条
第
四
項
若
し
く
は
消
費
税
法
改
正
法

附
則
第
十
九

条
第
一
項
の
規
定
又
は
同
条
第
四
項
若
し
く
は
消
費
税
法
等
改
正
法
附
則
第
二
十

条

の
規
定
に
基
づ
く
政
令
の
規
定
に
よ
り
、
消
費
税
法
改
正
法

第
三
条
の
規

六
条
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
の
規
定
に
よ
り
、
消
費
税
法
等
改
正
法
第
三
条
の
規

定
に
よ
る
改
正
前
の
消
費
税
法
（
次
項
及
び
次
条
第
一
項
に
お
い
て
「
二
十
七
年

定
に
よ
る
改
正
前
の
消
費
税
法
（
次
項
及
び
次
条
第
一
項
に
お
い
て
「
二
十
七
年

旧
消
費
税
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
九
条
に
規
定
す
る
税
率
が
適
用
さ
れ
る
課
税

旧
消
費
税
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
九
条
に
規
定
す
る
税
率
が
適
用
さ
れ
る
課
税

資
産
の
譲
渡
等
を
い
う
。

資
産
の
譲
渡
等
を
い
う
。

３

第
一
項
の
二
十
七
年
経
過
措
置
対
象
課
税
仕
入
れ
等
と
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の

３

第
一
項
の
二
十
七
年
経
過
措
置
対
象
課
税
仕
入
れ
等
と
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の

を
い
う
。

を
い
う
。

一
・
二

略

一
・
二

略

三

消
費
税
法
改
正
法

附
則
第
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す

三

消
費
税
法
等
改
正
法
附
則
第
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す

る
消
費
税
法
改
正
法

附
則
第
五
条
第
六
項
（
消
費
税
法
改
正
法

附
則
第
十

る
消
費
税
法
等
改
正
法
附
則
第
五
条
第
六
項
（
消
費
税
法
等
改
正
法
附
則
第
十

六
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
又
は
消
費
税
法
改

六
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
又
は
消
費
税
法
等

正
法

附
則
第
十
六
条
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
消
費
税
法
改

改
正
法
附
則
第
十
六
条
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
消
費
税
法
等

正
法

附
則
第
十
一
条
若
し
く
は
第
十
二
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
課
税
資

改
正
法
附
則
第
十
一
条
若
し
く
は
第
十
二
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
課
税
資
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産
の
譲
渡
等

産
の
譲
渡
等

四

消
費
税
法
改
正
法

附
則
第
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す

四

消
費
税
法
等
改
正
法
附
則
第
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す

る
消
費
税
法
改
正
法

附
則
第
五
条
第
七
項
（
消
費
税
法
改
正
法

附
則
第
十

る
消
費
税
法
等
改
正
法
附
則
第
五
条
第
七
項
（
消
費
税
法
等
改
正
法
附
則
第
十

六
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る

六
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る

課
税
仕
入
れ

課
税
仕
入
れ

五

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
消
費
税
法
改
正
法
附
則
第
十
九
条

の

五

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
消
費
税
法
等
改
正
法
附
則
第
二
十
六
条
の

規
定
に
基
づ
く
政
令
の
規
定
に
よ
り
二
十
七
年
旧
消
費
税
法
第
二
十
九
条
に
規

規
定
に
基
づ
く
政
令
の
規
定
に
よ
り
二
十
七
年
旧
消
費
税
法
第
二
十
九
条
に
規

定
す
る
税
率
が
適
用
さ
れ
る
課
税
資
産
の
譲
渡
等
又
は
当
該
課
税
資
産
の
譲
渡

定
す
る
税
率
が
適
用
さ
れ
る
課
税
資
産
の
譲
渡
等
又
は
当
該
課
税
資
産
の
譲
渡

等
に
係
る
課
税
仕
入
れ
で
政
令
で
定
め
る
も
の

等
に
係
る
課
税
仕
入
れ
で
政
令
で
定
め
る
も
の

第
十
一
条

二
十
七
年
新
地
方
税
法
附
則
第
九
条
の
五
後
段
及
び
第
九
条
の
六
第
一

第
十
一
条

二
十
七
年
新
地
方
税
法
附
則
第
九
条
の
五
後
段
及
び
第
九
条
の
六
第
一

項
後
段
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
二
十
七
年
新
地
方
税
法
第
七
十
二
条
の

項
後
段
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
二
十
七
年
新
地
方
税
法
第
七
十
二
条
の

八
十
八
第
一
項
に
規
定
す
る
事
業
者
が
一
部
施
行
日
以
後
に
終
了
す
る
課
税
期
間

八
十
八
第
一
項
に
規
定
す
る
事
業
者
が
一
部
施
行
日
以
後
に
終
了
す
る
課
税
期
間

に
係
る
二
十
七
年
新
地
方
税
法
附
則
第
九
条
の
五
後
段
及
び
第
九
条
の
六
第
一
項

に
係
る
二
十
七
年
新
地
方
税
法
附
則
第
九
条
の
五
後
段
及
び
第
九
条
の
六
第
一
項

後
段
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
二
十
七
年
新
地
方
税
法
第
七
十
二
条
の
八

後
段
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
二
十
七
年
新
地
方
税
法
第
七
十
二
条
の
八

十
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
を
提
出
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
課
税
期

十
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
を
提
出
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
課
税
期

間
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る
消
費
税
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
金
額
に
附
則
第
四

間
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る
消
費
税
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
金
額
に
附
則
第
四

条
第
二
項
に
規
定
す
る
経
過
措
置
対
象
課
税
資
産
の
譲
渡
等
、
前
条
第
二
項
に
規

条
第
二
項
に
規
定
す
る
経
過
措
置
対
象
課
税
資
産
の
譲
渡
等
、
前
条
第
二
項
に
規

定
す
る
二
十
七
年
経
過
措
置
対
象
課
税
資
産
の
譲
渡
等
、
附
則
第
四
条
第
三
項
に

定
す
る
二
十
七
年
経
過
措
置
対
象
課
税
資
産
の
譲
渡
等
、
附
則
第
四
条
第
三
項
に

規
定
す
る
経
過
措
置
対
象
課
税
仕
入
れ
等
又
は
前
条
第
三
項
に
規
定
す
る
二
十
七

規
定
す
る
経
過
措
置
対
象
課
税
仕
入
れ
等
又
は
前
条
第
三
項
に
規
定
す
る
二
十
七

年
経
過
措
置
対
象
課
税
仕
入
れ
等
に
係
る
消
費
税
額
が
含
ま
れ
、
か
つ
、
第
二
号

年
経
過
措
置
対
象
課
税
仕
入
れ
等
に
係
る
消
費
税
額
が
含
ま
れ
、
か
つ
、
第
二
号

に
掲
げ
る
金
額
が
第
一
号
に
掲
げ
る
金
額
を
超
え
な
い
と
き
は
、
当
該
事
業
者
に

に
掲
げ
る
金
額
が
第
一
号
に
掲
げ
る
金
額
を
超
え
な
い
と
き
は
、
当
該
事
業
者
に

対
す
る
二
十
七
年
新
地
方
税
法
附
則
第
九
条
の
五
後
段
及
び
第
九
条
の
六
第
一
項

対
す
る
二
十
七
年
新
地
方
税
法
附
則
第
九
条
の
五
後
段
及
び
第
九
条
の
六
第
一
項

後
段
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
二
十
七
年
新
地
方
税
法
第
七
十
二
条
の
八

後
段
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
二
十
七
年
新
地
方
税
法
第
七
十
二
条
の
八
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十
八
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
当
該
消
費
税
額
、
こ
れ
を

十
八
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
当
該
消
費
税
額
、
こ
れ
を

課
税
標
準
と
し
て
算
定
し
た
譲
渡
割
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
社
会
保
障
の
安
定
財

課
税
標
準
と
し
て
算
定
し
た
譲
渡
割
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
社
会
保
障
の
安
定
財

源
の
確
保
等
を
図
る
税
制
の
抜
本
的
な
改
革
を
行
う
た
め
の
地
方
税
法
及
び
地
方

源
の
確
保
等
を
図
る
税
制
の
抜
本
的
な
改
革
を
行
う
た
め
の
地
方
税
法
及
び
地
方

交
付
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第

号
）
附
則

交
付
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第

号
）
附
則

第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
金
額
か
ら
同
項
第
二
号
イ
に
掲
げ
る
金
額

第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
金
額
か
ら
同
項
第
二
号
イ
に
掲
げ
る
金
額

を
控
除
し
た
残
額
（
控
除
し
き
れ
な
か
つ
た
金
額
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当

を
控
除
し
た
残
額
（
控
除
し
き
れ
な
か
つ
た
金
額
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当

該
控
除
し
き
れ
な
か
つ
た
金
額
）
、
同
項
第
一
号
ロ
に
掲
げ
る
金
額
か
ら
同
項
第

該
控
除
し
き
れ
な
か
つ
た
金
額
）
、
同
項
第
一
号
ロ
に
掲
げ
る
金
額
か
ら
同
項
第

二
号
ロ
に
掲
げ
る
金
額
を
控
除
し
た
残
額
（
控
除
し
き
れ
な
か
つ
た
金
額
が
あ
る

二
号
ロ
に
掲
げ
る
金
額
を
控
除
し
た
残
額
（
控
除
し
き
れ
な
か
つ
た
金
額
が
あ
る

場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
控
除
し
き
れ
な
か
つ
た
金
額
）
及
び
同
項
第
一
号
ハ
に

場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
控
除
し
き
れ
な
か
つ
た
金
額
）
及
び
同
項
第
一
号
ハ
に

掲
げ
る
金
額
か
ら
同
項
第
二
号
ハ
に
掲
げ
る
金
額
を
控
除
し
た
残
額
（
控
除
し
き

掲
げ
る
金
額
か
ら
同
項
第
二
号
ハ
に
掲
げ
る
金
額
を
控
除
し
た
残
額
（
控
除
し
き

れ
な
か
つ
た
金
額
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
控
除
し
き
れ
な
か
つ
た
金
額

れ
な
か
つ
た
金
額
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
控
除
し
き
れ
な
か
つ
た
金
額

）
、
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
金
額
か
ら
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
金
額
を
控
除
し
て

）
、
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
金
額
か
ら
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
金
額
を
控
除
し
て

得
た
譲
渡
割
額
」
と
す
る
。

得
た
譲
渡
割
額
」
と
す
る
。

一

略

一

略

二

次
の
イ
に
掲
げ
る
金
額
に
百
分
の
二
十
五
を
乗
じ
て
得
た
金
額
、
次
の
ロ
に

二

次
の
イ
に
掲
げ
る
金
額
に
百
分
の
二
十
五
を
乗
じ
て
得
た
金
額
、
次
の
ロ
に

掲
げ
る
金
額
に
六
十
三
分
の
十
七
を
乗
じ
て
得
た
金
額
及
び
次
の
ハ
に
掲
げ
る

掲
げ
る
金
額
に
六
十
三
分
の
十
七
を
乗
じ
て
得
た
金
額
及
び
次
の
ハ
に
掲
げ
る

金
額
に
七
十
八
分
の
二
十
二
を
乗
じ
て
得
た
金
額
の
合
計
額

金
額
に
七
十
八
分
の
二
十
二
を
乗
じ
て
得
た
金
額
の
合
計
額

イ

当
該
課
税
期
間
中
に
当
該
事
業
者
が
行
っ
た
附
則
第
四
条
第
三
項
に
規
定

イ

当
該
課
税
期
間
中
に
当
該
事
業
者
が
行
っ
た
附
則
第
四
条
第
三
項
に
規
定

す
る
経
過
措
置
対
象
課
税
仕
入
れ
等
に
つ
い
て
、
消
費
税
法
改
正
法

附
則

す
る
経
過
措
置
対
象
課
税
仕
入
れ
等
に
つ
い
て
、
消
費
税
法
等
改
正
法
附
則

第
二
条
、
第
八
条
第
三
項
、
第
九
条
か
ら
第
十
二
条
ま
で
若
し
く
は
第
十
四

第
二
条
、
第
八
条
第
三
項
、
第
九
条
か
ら
第
十
二
条
ま
で
若
し
く
は
第
十
四

条
第
三
項
の
規
定
若
し
く
は
同
条
第
四
項
若
し
く
は
消
費
税
法
改
正
法

附

条
第
三
項
の
規
定
若
し
く
は
同
条
第
四
項
若
し
く
は
消
費
税
法
等
改
正
法
附

則
第
十
九
条

の
規
定
に
基
づ
く
政
令
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ

則
第
二
十
六
条
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
こ
と
と
さ
れ
た
旧
消
費
税
法
第
三
章
の
規
定
又
は
消
費
税
法
改
正
法

附

る
こ
と
と
さ
れ
た
旧
消
費
税
法
第
三
章
の
規
定
又
は
消
費
税
法
等
改
正
法
附
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則
第
五
条
第
六
項
（
消
費
税
法
改
正
法

附
則
第
六
条
第
二
項
、
第
七
条
第

則
第
五
条
第
六
項
（
消
費
税
法
等
改
正
法
附
則
第
六
条
第
二
項
、
第
七
条
第

二
項
、
第
八
条
第
二
項
又
は
第
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

二
項
、
第
八
条
第
二
項
又
は
第
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
若
し
く
は
第
五
条
第
七
項
（
消
費
税
法
改
正
法

附
則
第
七
条
第

含
む
。
）
若
し
く
は
第
五
条
第
七
項
（
消
費
税
法
等
改
正
法
附
則
第
七
条
第

三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
若
し
く
は
消
費
税
法
改

三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
若
し
く
は
消
費
税
法
等

正
法

附
則
第
十
四
条
第
四
項
若
し
く
は
第
十
九
条

の
規
定
に
基
づ
く
政

改
正
法
附
則
第
十
四
条
第
四
項
若
し
く
は
第
二
十
六
条
の
規
定
に
基
づ
く
政

令
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
新
消
費
税
法
第
三
章
の
規
定
に

令
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
新
消
費
税
法
第
三
章
の
規
定
に

よ
り
当
該
課
税
期
間
の
消
費
税
法
第
四
十
五
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
消

よ
り
当
該
課
税
期
間
の
消
費
税
法
第
四
十
五
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
消

費
税
額
か
ら
控
除
さ
れ
る
べ
き
同
項
第
三
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
消
費

費
税
額
か
ら
控
除
さ
れ
る
べ
き
同
項
第
三
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
消
費

税
額
の
合
計
額

税
額
の
合
計
額

ロ

当
該
課
税
期
間
中
に
当
該
事
業
者
が
行
っ
た
前
条
第
三
項
に
規
定
す
る
二

ロ

当
該
課
税
期
間
中
に
当
該
事
業
者
が
行
っ
た
前
条
第
三
項
に
規
定
す
る
二

十
七
年
経
過
措
置
対
象
課
税
仕
入
れ
等
に
つ
い
て
、
消
費
税
法
改
正
法

附

十
七
年
経
過
措
置
対
象
課
税
仕
入
れ
等
に
つ
い
て
、
消
費
税
法
等
改
正
法
附

則
第
十
五
条
の
規
定
、
消
費
税
法
改
正
法

附
則
第
十
六
条
第
一
項
に
お
い

則
第
十
五
条
の
規
定
、
消
費
税
法
等
改
正
法
附
則
第
十
六
条
第
一
項
に
お
い

て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
消
費
税
法
改
正
法

附
則
第
八
条
第
三
項
、
第
九

て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
消
費
税
法
等
改
正
法
附
則
第
八
条
第
三
項
、
第
九

条
か
ら
第
十
二
条
ま
で
若
し
く
は
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
若
し
く
は
消
費

条
か
ら
第
十
二
条
ま
で
若
し
く
は
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
若
し
く
は
消
費

税
法
改
正
法

附
則
第
十
六
条
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
消

税
法
等
改
正
法
附
則
第
十
六
条
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
消

費
税
法
改
正
法

附
則
第
十
四
条
第
四
項
の
規
定
若
し
く
は
消
費
税
法
改
正

費
税
法
等
改
正
法
附
則
第
十
四
条
第
四
項
の
規
定
若
し
く
は
消
費
税
法
等
改

法

附
則
第
十
九
条

の
規
定
に
基
づ
く
政
令
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の

正
法
附
則
第
二
十
六
条
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
二
十
七
年
旧
消
費
税
法
第
三
章
の
規
定
又
は
消
費

例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
二
十
七
年
旧
消
費
税
法
第
三
章
の
規
定
又
は
消
費

税
法
改
正
法

附
則
第
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
消

税
法
等
改
正
法
附
則
第
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
消

費
税
法
改
正
法

附
則
第
五
条
第
六
項
（
消
費
税
法
改
正
法

附
則
第
十
六

費
税
法
等
改
正
法
附
則
第
五
条
第
六
項
（
消
費
税
法
等
改
正
法
附
則
第
十
六

条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
五
条
第
七
項

条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
五
条
第
七
項

（
消
費
税
法
改
正
法

附
則
第
十
六
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

（
消
費
税
法
等
改
正
法
附
則
第
十
六
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
の
規
定
若
し
く
は
消
費
税
法
改
正
法

附
則
第
十
六
条
第
一
項
に

含
む
。
）
の
規
定
若
し
く
は
消
費
税
法
等
改
正
法
附
則
第
十
六
条
第
一
項
に
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お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
消
費
税
法
改
正
法

附
則
第
十
四
条
第
四
項

お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
消
費
税
法
等
改
正
法
附
則
第
十
四
条
第
四
項

の
規
定
若
し
く
は
消
費
税
法
改
正
法

附
則
第
十
九
条

の
規
定
に
基
づ
く

の
規
定
若
し
く
は
消
費
税
法
等
改
正
法
附
則
第
二
十
六
条
の
規
定
に
基
づ
く

政
令
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
消
費
税
法
改
正
法

第
三
条

政
令
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
消
費
税
法
等
改
正
法
第
三
条

の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
消
費
税
法
（
ハ
に
お
い
て
「
二
十
七
年
新
消
費
税

の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
消
費
税
法
（
ハ
に
お
い
て
「
二
十
七
年
新
消
費
税

法
」
と
い
う
。
）
第
三
章
の
規
定
に
よ
り
当
該
課
税
期
間
の
消
費
税
法
第
四

法
」
と
い
う
。
）
第
三
章
の
規
定
に
よ
り
当
該
課
税
期
間
の
消
費
税
法
第
四

十
五
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
消
費
税
額
か
ら
控
除
さ
れ
る
べ
き
同
項
第

十
五
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
消
費
税
額
か
ら
控
除
さ
れ
る
べ
き
同
項
第

三
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
消
費
税
額
の
合
計
額

三
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
消
費
税
額
の
合
計
額

ハ

略

ハ

略

２
～
６

略

２
～
６

略

（
地
方
消
費
税
率
の
引
上
げ
に
当
た
っ
て
の
措
置
）

（
地
方
消
費
税
率
の
引
上
げ
に
当
た
っ
て
の
措
置
）

第
十
九
条

地
方
消
費
税
率
の
引
上
げ
に
当
た
っ
て
は
、
経
済
状
況
を
好
転
さ
せ
る

第
十
九
条

地
方
消
費
税
率
の
引
上
げ
に
当
た
っ
て
は
、
経
済
状
況
を
好
転
さ
せ
る

こ
と
を
条
件
と
し
て
実
施
す
る
た
め
、
物
価
が
持
続
的
に
下
落
す
る
状
況
か
ら
の

こ
と
を
条
件
と
し
て
実
施
す
る
た
め
、
物
価
が
持
続
的
に
下
落
す
る
状
況
か
ら
の

脱
却
及
び
経
済
の
活
性
化
に
向
け
て
、
平
成
二
十
三
年
度
か
ら
平
成
三
十
二
年
度

脱
却
及
び
経
済
の
活
性
化
に
向
け
て
、
平
成
二
十
三
年
度
か
ら
平
成
三
十
二
年
度

ま
で
の
平
均
に
お
い
て
名
目
の
経
済
成
長
率
で
三
パ
ー
セ
ン
ト
程
度
か
つ
実
質
の

ま
で
の
平
均
に
お
い
て
名
目
の
経
済
成
長
率
で
三
パ
ー
セ
ン
ト
程
度
か
つ
実
質
の

経
済
成
長
率
で
二
パ
ー
セ
ン
ト
程
度
を
目
指
し
た
望
ま
し
い
経
済
成
長
の
在
り
方

経
済
成
長
率
で
二
パ
ー
セ
ン
ト
程
度
を
目
指
し
た
望
ま
し
い
経
済
成
長
の
在
り
方

に
早
期
に
近
づ
け
る
た
め
の
総
合
的
な
施
策
の
実
施
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講

に
早
期
に
近
づ
け
る
た
め
の
総
合
的
な
施
策
の
実
施
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講

ず
る
。

ず
る
。

２

税
制
の
抜
本
的
な
改
革
の
実
施
等
に
よ
り
、
財
政
に
よ
る
機
動
的
対
応
が
可
能

と
な
る
中
で
、
我
が
国
経
済
の
需
要
と
供
給
の
状
況
、
地
方
消
費
税
率
の
引
上
げ

に
よ
る
経
済
へ
の
影
響
等
を
踏
ま
え
、
成
長
戦
略
並
び
に
事
前
防
災
及
び
減
災
等

に
資
す
る
分
野
に
資
金
を
重
点
的
に
配
分
す
る
こ
と
な
ど
、
我
が
国
経
済
の
成
長

等
に
向
け
た
施
策
を
検
討
す
る
。

３

こ
の
法
律
の
公
布
後
、
地
方
消
費
税
率
の
引
上
げ
に
当
た
っ
て
の
経
済
状
況
の

２

こ
の
法
律
の
公
布
後
、
地
方
消
費
税
率
の
引
上
げ
に
当
た
っ
て
の
経
済
状
況
の
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判
断
を
行
う
と
と
も
に
、
経
済
財
政
状
況
の
激
変
に
も
柔
軟
に
対
応
す
る
観
点
か

判
断
を
行
う
と
と
も
に
、
経
済
財
政
状
況
の
激
変
に
も
柔
軟
に
対
応
す
る
観
点
か

ら
、
第
一
条
及
び
第
二
条
に
規
定
す
る
地
方
消
費
税
率
の
引
上
げ
に
係
る
改
正
規

ら
、
第
一
条
及
び
第
二
条
に
規
定
す
る
地
方
消
費
税
率
の
引
上
げ
に
係
る
改
正
規

定
の
そ
れ
ぞ
れ
の
施
行
前
に
、
経
済
状
況
の
好
転
に
つ
い
て
、
名
目
及
び
実
質
の

定
の
そ
れ
ぞ
れ
の
施
行
前
に
、
経
済
状
況
の
好
転
に
つ
い
て
、
名
目
及
び
実
質
の

経
済
成
長
率
、
物
価
動
向
等
、
種
々
の
経
済
指
標
を
確
認
し
、
前
二
項
の
措
置
を

経
済
成
長
率
、
物
価
動
向
等
、
種
々
の
経
済
指
標
を
確
認
し
、
前
項

の
措
置
を

踏
ま
え
つ
つ
、
経
済
状
況
等
を
総
合
的
に
勘
案
し
た
上
で
、
そ
の
施
行
の
停
止
を

踏
ま
え
つ
つ
、
経
済
状
況
等
を
総
合
的
に
勘
案
し
た
上
で
、
そ
の
施
行
の
停
止
を

含
め
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
。

含
め
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
。


